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鏡野町学校給食配送車委託運転員募集 

高校生等通学助成事業制度をご活用ください！ 高校生等通学助成事業制度をご活用ください！ 高等学校等通学
 

助成金制度の紹
介 

鏡野町学校給食共同調理場から町内の 
小中学校の給食配送車の委託運転員 

１名 

・勤務開始 平成２１年６月１日から 
・勤務時間 １０：３０から１５：００ 
・地方公務員法第１６条に規定する欠格 
　事項に該当しない者 
・普通自動車運転免許を有する者 
・運転適正検査を受けた者 
　※運転適正検査は岡山運転免許 
　　センター (1０８６７-２４-２２００)で 
　　毎週月曜日午後１時３０分から及び 
　　毎週木曜日午前９時から実施しています。 

平成２１年５月２４日（日）午前９時から面接 

ペスタロッチ館　特別会議室 

提出書類　・市販の履歴書に必要事項を 
　　　　　　記入の上、たて5cmよこ 
　　　　　　4cmの写真を貼ったもの 
　　　　　・運転免許証の写し　１部　 
　　　　　・運転適正検査結果票 
受付期間　５月１日（金）～５月１８日（月） 
受付場所　鏡野町総務課又は鏡野町教育
委員会学校教育課 

提出していただいた個人情報は採用試験
のためのみに使用します。なお、採用が
決まった方の個人情報については、採用
後人事管理のため引き続き利用します。 
その他の方の個人情報は採用試験終了後、
速やかに廃棄いたします。 

鏡野町教育委員会学校教育課 
ＴＥＬ：（0868）54－7799 
ＦＡＸ：（0868）54－7757 
E-mail：kyouiku@town.kagamino.lg.jp

　鏡野町では、高校生等の遠距離通学に要する経費の一部を助成することにより、保護者等の財政的負担の軽減を
図るとともに、青少年の人材の育成及び魅力ある地域づくりの推進を図るため助成事業を行っております。 

対　象：鏡野町に住所を有する２０歳までの者（住民基本台帳法及び外国人登録法に記載のある者）で交通手段を問わず本町内
の住所地から高等学校等に通学する者及びやむを得ず本町内の住所地を離れ、高等学校等に通学する者で第３学年在学
者までを対象とします。 

　　　　＊高等学校等とは、学校教育法第１条に規定する高等学校・高等専門学校・盲学校、聾学校、養護学校の高等部及び同
法８２条の2に規定する専修学校の高等課程をいいます。 

 
助成額：自宅から高等学校までの距離が１５ｋｍ以上３０ｋｍ未満　１ヶ月3,000円 

自宅から高等学校までの距離が３０ｋｍ以上　　　　　  １ヶ月5,000円 
　　　　＊距離については公共交通機関を利用した場合の距離 

支払いは、年間助成額（１２ヶ月分）を一括で支払いさせていただきます。 
 
＊中途退学等があった場合、その旨を町長へ届け出ることが必要であり、過受給と 
  なる場合は月割計算により返還が生じる場合があります。 

【 募 集 職 種 】 
 

【 採 用 予 定 人 員 】 

【 委 託 業 務 】 
 

【 応 募 資 格 】 
 
 
 
 
 
 
 

【 試 験 日 ・ 内 容 】 

【 試 験 会 場 】 

【 応 募 方 法 】 
 
 
 
 
 
 
 

【個人情報の取扱い】 
 
 
 
 
 

【 お 問 い 合 わ せ 】 

鏡野町学校給食配送車委託運転員を次のとおり募集します。 

詳細のお問い合わせ、様式の
請求は本庁企画課もしくは各
振興センター地域振興課まで
お願いします。 

平成平成２０年度年度 電源立地地域対策交付金電源立地地域対策交付金 
（岡山県水力発電施設周辺地域交付金岡山県水力発電施設周辺地域交付金）事業事業 
平成２０年度 電源立地地域対策交付金 
（岡山県水力発電施設周辺地域交付金）事業 

平成２０年度の事業実施箇所は、下記のとおりです。 

視線誘導標設置工事　　町道遠藤線他８路線（上齋原・奥津地内） 
大井出水路改良工事　　延長　321.1ｍ（中谷地内） 

視線誘導標設置工事 

完了のお知らせ 
 
完了のお知らせ 
 
完了のお知らせ 
 

大井出水路改良工事 


